
振込口座 
振込 

予定日 
※口座変更をする場合は、改めて手続きが必要

なため、振込予定日は延期になります。

口座名義
支給額 

(合計額) 
円

食料品物価高騰対応臨時給付金支給のお知らせ

物価高騰の影響を受けている市民を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」

を活用し、下関市では、令和８年２月１日時点で本市の住民基本台帳に記載されている方、１人につき

6,000円を支給いたします。 

申請・受給権者は、その方の属する世帯の世帯主で、世帯員全員分の合計額を世帯主の下記の口座に振込

いたします。 

 ※期日までに口座変更のお手続きがない場合は、上記振込口座に振り込みます。

 ※振込できない可能性がありますので、長期入出金のない口座はご遠慮ください。

※マイナンバー制度における「公金受取口座」を変更するには別にお手続きが必要です。 

お問い合わせ：下関市食料品物価高騰対応臨時給付金コールセンター

☎ 0120‐630‐048
窓口 ：下関市役所本庁舎西棟４階

受付時間 ：平日午前８時３０分～午後５時（土・日・祝日休み）

※令和８年６月１日以降、窓口のみ受付時間が平日午前９時～午後４時３０分

（土・日・祝日休み）となります。ご注意ください。

※ダイヤルの押し間違いにより、ご迷惑をおかけする事象が発生しております。

お問い合わせの際は、電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願い

いたします。

令和８年３月２７日（金）までにお手続きが必要です。お問い合わせ先までご連絡ください。

※単身世帯の世帯主が、口座変更の届出期間中である令和８年３月２７日(金)までに、届出を行うことなく

ご逝去された場合は、世帯自体がなくなるため、給付金の支給対象とはなりません。

１ 給付金の振込先

  振込先は、マイナンバー制度において「公金受取口座」としてご登録している下記の口座とさせて

いただきます（口座変更等がない場合は、お手続きは不要です）。 

解約している場合や、振込先を変更されたい場合は、２の口座変更のお手続きをしてください。 

「振り込め詐欺」、「個人情報搾取」
にご注意ください。
・手続きに現金自動預払機(ATM)は、絶対 

に使用しません。 

・給付金のことで自宅に訪問することは、 

 絶対にありません。 

・自宅に下関市の職員などををかたる不審

な電話や訪問があった場合は、最寄りの

警察署か警察専用電話（＃9110）にご連

絡ください。

２ 口座変更

令和８年３月２７日（金）までに、下記ＱＲコードよりオンライン申請にてお手続きされるか、

オンライン申請が難しい場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。

※オンライン申請の際は、右上部のお問い合わせ番号が必要です。

３ 本給付金を辞退する場合

お問い合わせ番号

〒750-0005
山口県下関市唐戸町4番1号
カラトピア5階-D
下関　太郎　様

令和８年４月１７日

シモノセキ　タロウ

f012345678

令和８年　月　日

山口銀行
下関市役所出張所
普通　　 ＊＊＊＊ 

12,000


